
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

 
 

平
成
二
十
七
年
九
月
七
日

広
島
県
知
事

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦

特
定
非
営
利

活
動
法
人
の

名 
 
 

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

定

款

に

記

載

さ

れ

た

目

的

定
款
変
更
の

内

容

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
神

辺
育
成
会 

瀬
良 

京
子 
広
島
県
福
山

市
神
辺
町
新

徳
田
二
丁
目

一
六
二
番
地

こ
の
法
人
は
、
障
害

者
（
児
）
と
そ
の
保

護
者
等
が
サ
ー
ビ
ス

の
受
け
手
に
と
ど
ま

ら
ず
、
積
極
的
な
サ

ー
ビ
ス
の
作
り
手
と

し
て
活
躍
で
き
る
よ

う
に
、
居
宅
介
護
支

援
事
業
、
相
談
、
学

習
研
修
部
、
レ
ク
レ

ー
シ
ョ
ン
、
広
報
事

業
、
障
害
者
（
児
）

本
人
に
よ
る
様
々
な

活
動
の
支
援
事
業
を

実
施
し
、
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
地
域
づ
く

り
を
目
的
と
す
る
。

事
業
の
追
加 

平
成
二
七
年

八
月
二
五
日 


